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国の研究開発評価に 関する大綱的指針 

｜ 

平成 1 7 年 3 月 2 9 日 
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国の研究開発評価に 関する大綱的指針を 別冊のとおり 定める。 

なお、 国の研究開発評価に 関する大綱的指針 ( 平成 1 3 年 1 ,1 

月 2 8 日 内閣総理大臣決定 ) は廃止する。 



  
四川 

国の研究開発評価に 関する大綱的指針 
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Ⅰまじめに 

我が国は、 科学技 徒哺 Ⅱ造立国の実現を 目指して、 「科学技術基本法」 ( 平 

成 7 年法律第 130 号 ) を制定した。 本法に基づき 第 工期科学技術基本計画 

( 平成 8 年 7 月 閣議決定 ) 、 第 2 期科学技術基本計画 ( 平成 13 年 3 月 閣 

議決定 ) が策定された。 第 2 期科学技術基本計画においては、 社会・経済 

をめぐる課題を 解決するとともに、 知の創造と活用により 世界に貢献す 

る等、 国の持続的発展や 国際的地位にふさわしい 国の姿を実現するため 

ほ ほ、 科学技術の戦略的重点化、 科学技術システムの 改革、 科学技術活 

動の国際化の 推進の重要政策が 不可欠であ るとされ、 優れた成果を 生み 

出す科学技術システムを 実現するための 柱の 一 っとして、 評価システム 

の 改革が挙げられている。 
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あ る。 水指針による 評価の実施に 当たっては、 同法に基づく 政策評価と 

整合するように 取り組むこととする。 また、 研究開発機関等の 評価の う 

ぢ 、 独立行政法人研究機関 ( 研究開発資金を 配分する法人を 含む。 ) につ 

いては「独立行政法人通則 法 」 ( 平成 11 年法律第 103 号 ) に基づく評価、 

さらに国立大学法人及び 大学共同利用機関法人については「国立大学法 

人法」 ( 平成 15 年法律第 112 号 ) に基づく評価と 整合するように 取り組む 

こととする。 

本 指針は、 研究開発に関する 評価について 基本的な方針を 示したガイ 

ドラインとして 定めたものであ り、 各種の評価を 実施又は運営する 主体 

がその特性や 研究開発の性格に 応じてこれに 沿った評価を 実施・運営す 

ることによって、 研究開発に適した 効率的で質の 高い評価が行われ、 優 

れた研究開発が 効果的・効率的に 行われることを 目指すものであ る。 

水指針は評価実施主体であ る研究開発実施・ 推進主体 ( 注 1) 又は本指     

針が対象とする 研究開発について 第三者評価を 行 う 機関 ( 第三考評価 機 

関 : 注 2) が行 う 評価について 適用される。 各 麻雀 は 、 本 指針に沿って、 

評価方法等を 定めた具体的な 指針を策定することとする。 また、 研究開 

発機関等及び 第三者評価機関は、 水指針及び各店省の 指針に沿って 、 明 

確な ルールを定め、 各機関や対象となる 研究開発等の 特徴、 性格を踏ま 

えた適切な評価を 実施することとする。 

( 注 1) 研究開発実施・ 推進主体としては、 次のものが想定される。 

  各 同省 

・大学 ( 国 公私立を含む。 ) 及び大学共同利用機関、 独立行政法人 

研究機関 ( 研究開発資金を 配分する法人を 含む。 以下同じ。 ) 、 

国立試験研究機関等 

( 注 2)  第三者評価機関としては、 次のものが想定される。 

・総合科学技術会議 
。 ' ソ "'" ・独立行政法人評価委員会、 国立大学法人評価委員会、 大学評価・ 

学位授与機構等 
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第 1 章 基本的考え方 
「・ 音 価の意義 

評価は、 国際的に高い 水準の研究開発、 社会・経済に 貢献できる研究 

開発、 新しい学問領域を 拓 く 研究開発等の 優れた研究開発を 効果的・ 効 

率 的に推進するために 実施する。 評価の意義は 、 次のとおりであ る。 

①評価を適切かっ 公正に行 う ことに ょ り、 研究者の創造性が 十分に発揮 

されるような、 柔軟かっ競争的で 開かれた研究開発環境の 創出を実現 

することができる。 

②評価を支援的に 行 う ことにより、 研究開発の前進や 質の向上、 独創的 

で 有望な優れた 研究開発や研究者の 発掘、 研究者の意欲の 向上、 より 

良い政策・施策の 形成等の効果が 得られる。 

③評価結果を 積極的に公表し、 優れた研究開発を 社会に周知することに 

より、 研究開発に国費を 投入して い くことに関し、 国民に対する 説明     

責任を果たし、 ・広く国民の 理解と支持が 得られる。 

④評価結果を 適切に予算、 人材等の資源配分に 反映することにより、 研 

究開発を重点的・ 効率的に行 う ことができる。 

2. 水指針の適用範囲 

水指針が対象とする 研究開発評価とは、 ①研究開発施策、 ②研究開発 

課題、 ③研究開発機関等及び④研究者等の 業績の評価を 指す。 研究開発 

の範囲は、 国費を用いて 実施される研究開発全般とする。 具体的には、 

各店 省 、 大学 ( 国 公私立を含む。 ) 及び大学共同利用機関 ( 以下「大学等」 

という。 ) 、 独立行政法人研究機関並びに 国立試験研究機関等の 研究開発 

実施・推進主体が 自ら実施又は 推進する研究開発が 対象となる。 また、 

民間機関や公設試験研究機関等で 国費の支出を 受けて実施される 研究開 

発 、 国費により海外で 実施される研究開発等も 対象とする。 

3. 評価関係者の 責務 

い ) 研究開発実施・ 推進主体の責務 

研究開発実施・ 推進主体は、 水指針を踏まえ、 評価のための 具体的 

な仕組み ( 評価指針等の 策定、 評価委員会の 設置等 ) を整備し 、 ・厳正な   
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評価を実施するとともに、 その評価結果を 適切に活用し、 また、 国民 

に対して評価結果とその 反映状況について 積極的な情報の 提供を図 

    る 。 その際、 研究者が高い 目標に挑戦するなどを 通じその能力が 十分 

発揮されるよ う 促し、 研究開発の質の 向上や効率化を 図るとともに、 

評価実施に伴う 作業負担により 研究者が本来の 研究開発活動のための 

時間や労力を 著しく費やすことのないよう 留意する。 また、 各府省 に 

おいては、 評価の実施及び 評価結果の活用が 適正かつ責任を 持って 行 

われるよ う 、 所管官庁としての 責務の重要性も 十分に認識しなければ 

ならない。 

(2) 評価者の責務 

評価者は、 評価に当たり、 評価対象を正しく 理解することに 努めた 

上 で、 公平・公正で 厳正な評価を 行 う べきことを常に 認識し、 研究開 

発実施に伴 う 研究者の責任を 厳しく問 う 姿勢を持つとともに、 独創的 

で 有望な優れた 研究者や研究開発を 発掘し、 又はさらに伸ばして より 

良いものとなるよ う に、 適切な助言を 行 う 。 また、 自らの評価結果が 、 

後の評価者によって 評価されることになるとともに、 最終的には国民 

によって評価されるものであ ることを十分に 認識しなければならな 

い   

(3) 研究者等の責務 

研究者等 ( 評価対象が研究開発施策の 場合、 被評価者となるその 施策 

の 実施者を含む。 ) は 、 国費による研究開発を 行 うに 際し、 意欲的な研 

究開発課題等に 積極的に挑戦すること、 研究開発の成果を 挙げること、 

研究開発の成果が 最終的には納税者であ る国民・社会に 還元される ょ 

ぅ 図ること、 あ るいは成果が 出ない場合には 評価を通じて 課される説 

明責任や結果責任を 重く受け止めること 等、 その責任を十分に 自覚す 

ることが極めて 重要であ る。 また、 研究開発活動の 一環として評価の 

重要性を十分に 認識し 、 自らの 係 わる研究開発活動について 評価者の 

正しい理解が 得られるよさに、 十分かっ正確に 説明文 は 情報提供をす 

るなど、 積極的に評価に 協力する。 さらに、 研究者は、 専門的見地か 

らの評価が重要な 役割を果たすものであ ることを十分に 認識し、 評価 

に 積極的に参加する。 
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4. 評価システム 改革の方向 

  第 2 期科学技術基本計画では、 「評価システムの 改革」が優れた 成果 

を 生み出す研究開発システムを 構築するための 大きな柱の一 つ であ るこ 

とが指摘されており、 また、 旧大綱的指針においても 旧大綱的指針に 沿 

った 評価の実施状況等を 踏まえて、 必要に応じ、 旧大綱的指針を 見直す 

こととしていたところであ る。 

今般、 総合科学技術会議において 旧 大綱的指針のフォローアップが 行 

われ、 我が国における 研究開発評価システムの 更なる発展を 図るため、 

以下のような 改善方向がとりまとめられたことから、 これに沿って 旧人 

締約指針を見直し、 改定した。 

①創造への挑戦を 励まし成果を 問 う 評価 

評価を行 う ことが却って 研究者の挑戦を 妨げたり萎縮させる 原因 

になっている 面がかなり見受けられることから、 今後は成果を 問 う 

ことだけではなく 挑戦を励ます 面も重視する。 

②世界水準の 信頼できる評価 

信頼性の高い 評価を行 う ために必要な 手法、 人材が不足している 

ことから、 評価の高度 7 ヒを目指し、 評価技術や評価者の 充実などの 

ための具体的な 体制整備を行 う 。 

③活用され変革を 促す評価 
評価が研究開発の 継続・見直しや 資源配分、 よりよい政策・ 施策 

の形成等に活用されるよ う に徹底していく。 

5. 水指針の フ オローアップ 等 

総合科学技術会議は、 厳正な評価、 評価結果の適切な 活用等が十分に 

行われるよう、 水指針に沿った 評価の実施状況について フ オローアップ 

な 行い、 各 同省へ意見を 述べるとともに、 必要に応じ、 水指針の見直し 

について意見を 述べる。 
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